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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第一の巻取りローラ（３）と、第一の巻取りローラ（３）のまわりにのびる凹状プレー
ト（１７）とを有し、
　第一の巻取りローラ及び凹状プレートが、ウエブ材料（Ｎ）の送り通路（１９）を画定
し、
　また、上記送り通路に沿ってのびるウエブ材料の供給路が設けられ、
　凹状プレート（１７）の上流に、第一の巻取りローラ（３）に対してウエブ材料（Ｎ）
を挟むように第一の巻取りローラ（３）と共動する挟み表面（２３Ｂ）を備える可動部材
（２１）が設けられ、
　可動部材（２１）が、第一の巻取りローラ（３）の表面に対してウエブ材料を挟みそし
て可動部材（２１）と第一の巻取りローラ（３）の表面との間でウエブ材料を減速させて
先端縁部（ＬＴ）をそれ自体のまわりで巻回させ、ログ（Ｌ；Ｌ１）の巻取り中心核部分
を形成するように設けられかつ制御され、
　さらに、可動部材（２１）は、第一の巻取りローラ（３）に対して挟み表面（２３Ｂ）
を押圧した時に挟み表面（２３Ｂ）第一の巻取りローラ（３）の周速度より低い速度をも
つように制御されること
を特徴とするウエブ材料のログを製造する巻き直し機。
【請求項２】
　可動部材（２１）が、切断後先端縁部をそれ自体のまわりに巻回する前に、ウエブ材料
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を切断するように構成され制御されることを特徴とする請求項１記載の巻き直し機。
【請求項３】
　第二の巻取りローラ（５）を有し、
　第一の巻取りローラ（３）と第二の巻取りローラ（５）との間にニップ（１１）が画定
され、
　凹状プレート（１７）がニップ（１１）の上流にのび、
またウエブ材料（Ｎ）の送り通路がニップ（１１）を通ってのびていることを特徴とする
請求項１又は２記載の巻き直し機。
【請求項４】
　凹状プレート（１７）の下流に周囲巻取りクレードル（３、５、７）が設けられている
ことを特徴とする請求項１又は２又は３記載の巻き直し機。
【請求項５】
　凹状プレート（１７）が可動部材（２１）と共動する入口縁部（１７Ｃ）を画定し、可
動部材から凹状プレート（１７）へのログの最初の巻取り中心核部分を転動させる移送面
を形成していることを特徴とする請求項１～４のいずれか一項記載の巻き直し機。
【請求項６】
　凹状プレート（１７）の入口縁部（１７Ｃ）が、可動部材の複数の突起（２３Ａ）と共
動する櫛形であり、突起（２３Ａ）が凹状プレート（１７）の入口縁部（１７Ｃ）の櫛形
構造に間入していることを特徴とする請求項５記載の巻き直し機。
【請求項７】
　複数の突起（２３Ａ）が、可動部材（２１）の挟み表面（２３Ｂ）を形成していること
を特徴とする請求項３及び６記載の巻き直し機。
【請求項８】
　第一の巻取りローラ（３）が、第一の巻取りローラ（３）の軸線に平行にのびかつ第一
の巻取りローラ（３）の円筒状面に対して半径方に突出した長手方向突起（２８Ｃ）を画
定する横面を備えることを特徴とする請求項１～７いずれか一項記載の巻き直し機。
【請求項９】
　長手方向突起（２８Ｃ）に隣接してしかも回転方向に対して背後に、第一の巻取りロー
ラ（３）が、長手方向突起（２８Ｃ）から漸減する直径をもつ第一の横面部分（２７Ａ）
を備え、また円筒状面に対して接線方向に終端して第一の巻取りローラ（３）の第二の横
面部分を画定し、第一の巻取りローラの第二の横面部分を画定している円筒状面がほぼ一
定の半径をもつことを特徴とする請求項８記載の巻き直し機。
【請求項１０】
　第一の巻取りローラ（３）が、横面で長手方向突起（２８Ｃ）の近くに少なくとも一つ
の吸引開口（２９）を備えることを特徴とする請求項８又は９記載の巻き直し機。
【請求項１１】
　吸引開口（２９）が第一の巻取りローラ（３）の軸線（３Ａ）及び長手方向突起（２８
Ｃ）に平行にのびるスリットの形状であることを特徴とする請求項１０記載の巻き直し機
。
【請求項１２】
　長手方向突起（２８Ｃ）が、第一の巻取りローラ（３）の座（２５Ｂ）に固定された第
一の取外し可能なブロック（２８）に形成されることを特徴とする請求項８～１１のいず
れか一項記載の巻き直し機。
【請求項１３】
　長手方向突起（２８Ｃ）に隣接してしかも第一の巻取りローラ（３）の回転方向に対し
て背後に、第二の取外し可能なブロック（２７）が設けられることを特徴とする請求項１
２記載の巻き直し機。
【請求項１４】
　吸引開口（２９）が、第一の取外し可能なブロック（２８）及び第二の取外し可能なブ
ロック（２７）の隣接した縁部間に形成されることを特徴とする請求項１２及び１３記載
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の巻き直し機。
【請求項１５】
　第二の取外し可能なブロック（２７）の外面が、第一の取外し可能なブロック（２８）
の表面の摩擦係数より高い摩擦係数をもつことを特徴とする請求項１２～１４のいずれか
一項記載の巻き直し機。
【請求項１６】
　凹状プレート（１７）が、ウエブ材料（Ｎ）の送り通路（１９）を画定する動作位置と
、第一の巻取りローラ（３）から離れて位置する遊び位置との間で可動であることを特徴
とする請求項１～１５のいずれか一項記載の巻き直し機。
【請求項１７】
　凹状プレート（１７）が、第二の巻取りローラの軸線のまわりでの回転運動により、動
作位置及び遊び位置の一方と他方との間で可動であることを特徴とする請求項１６記載の
巻き直し機。
【請求項１８】
　第一の巻取りローラ（３）のまわりに位置決めでき、凹状プレート（１７）に代わる凹
状クレードル（４１）を有し、凹状クレードル（４１）が、凹状プレート（１７）の曲率
半径より大きな曲率半径を有することを特徴とする請求項１～１７のいずれか一項記載の
巻き直し機。
【請求項１９】
　凹状クレードル（４１）が、第一の巻取りローラのまわりに配列されてウエブ材料の送
り通路を画定する動作位置と遊び位置とを交互に取るように可動に設けられていることを
特徴とする請求項１８記載の巻き直し機。
【請求項２０】
　可動部材（２１）が、凹状プレート（１７）から分離した動きをすることを特徴とする
請求項１～１９のいずれか一項記載の巻き直し機。
【請求項２１】
　請求項１～２０のいずれか一項に記載の機械を用いて、巻芯なしでウエブ材料（Ｎ）の
ログを巻き取る方法において、
　－　第一の巻取りローラ（３）のまわりにウエブ材料を供給するステップと、
　－　第一のログ（Ｌ）を巻き取るステップと、
　－　第一のログ（Ｌ）の巻取りの完了時に、ウエブ材料（Ｎ）を切断して第一のログ（
Ｌ）の自由終端縁部（ＬＣ）及び第二のログ（Ｌ１）の自由先端縁部（ＬＴ）を形成する
ステップと、
　－　第一の巻取りローラ（３）の表面と可動部材（２１）との間で、自由先端縁部（Ｌ
Ｔ）に隣接して、ウエブ材料（Ｎ）の最初の部分をそれ自体のまわりに巻回して上記第二
のログ（Ｌ１）の最初の中心核部分を形成するステップと、
　－　可動部材（２１）から、第一の巻取りローラ（３）と第一の巻取りローラ（３）の
まわりにのびる凹状プレート（１７）との間に画定した通路（１９）へ第二のログ（Ｌ１
）の最初の中心核部分を移送するステップと、
　－　第二のログ（Ｌ１）の最初の上記中心核部分を、凹状プレート（１７）及び第一の
巻取りローラ（３）と接触して通路（１９）に沿って転がすことにより第二のログ（Ｌ１
）の最初の中心核部分を送り、ウエブ材料（Ｎ）をまわりに巻回続けるステップと
を含むことを特徴とする方法。
【請求項２２】
　ウエブ材料（Ｎ）が、可動部材（２１）と第一の巻取りローラ（３）との間の挟み領域
におけるウエブ材料（Ｎ）の減速の結果として可動部材（２１）により切断されることを
特徴とする請求項２１記載の方法。
【請求項２３】
　通路（１９）から、第一の巻取りローラ（３）と第二の巻取りローラ（５）との間に画
定したニップ（１１）へ第二のログ（Ｌ１）の中心核部分を移送するステップを含むこと
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を特徴とする請求項２１又は２２記載の方法。
【請求項２４】
　ニップ（１１）を通ってニップ（１１）の下流の巻取りクレードル（３、５、７）に向
かって第二のログ（Ｌ１）の中心核部分を移送し、巻取りクレードル（３、５、７）に第
二のログ（Ｌ１）の巻取りを続けるステップを含むことを特徴とする請求項２３記載の方
法。
【請求項２５】
　ウエブ材料（Ｎ）の切断及び第二のログ（Ｌ１）の中心核部分の形成開始中に、凹状プ
レート（１７）が実質的に静止しており、可動部材（２１）が凹状プレート（１７）に向
かって動くことを特徴とする請求項２１～２３のいずれか一項記載の方法。
【請求項２６】
　自由先端縁部（ＬＴ）の近くで第一の巻取りローラにおける吸引によりウエブ材料を保
持するステップを含むことを特徴とする請求項２１～２５のいずれか一項記載の方法。
【請求項２７】
　通路（１９）に沿って第二のログ（Ｌ１）の最初の中心核部分を転動している間に通路
の高さを調整するステップを含むことを特徴とする請求項２１～２６のいずれか一項記載
の方法。
【請求項２８】
　可動部材（２１）と第一の巻取りローラ（３）との間に、最初の中心核部分の巻取りを
開始するスペースを画定するステップを含み、スペースが、通路（１９）への中心核部分
の移送まで中心核部分の直径を増大させるように漸増されることを特徴とする請求項２１
～２７のいずれか一項記載の方法。
【請求項２９】
　スペースが、可動部材（２１）の挟み表面（２３）と第一の巻取りローラ（３）の非円
形横断面をもつ円筒状面（２７Ａ）の一部分との間に画定され、円筒状面（２７Ａ）の一
部分が漸減する直径をもつことを特徴とする請求項２８記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、紙変換機、特にクレープ紙や薄葉紙のロールを製造する機械に関する。
【背景技術】
【０００２】
　紙は普通、セルロース繊維のストックを供給しかつヘッドボックスから水を分配するこ
とにより形成繊維上にセルロース材料の層を形成し、かかる層を乾燥させて直径の大きな
リールに巻取るようにした連続機械で製造される。これらのリールはその後巻き戻されそ
して巻き直されて直径の小さなログを形成するようにされる。ログは、その後、最終製品
の寸法に等しい寸法のロールに分割される。この技法により、トイレットペーパーのロー
ル、キッチンタオルやその他の薄葉紙製品が通常製造される。
【０００３】
　ログの巻取りは普通、厚紙の巻芯を巻き直し機に挿入し、その周りにログを形成するこ
とによって行われる。各ログ内の厚紙の巻芯は、巻取ったウエブ材料と共に切断される。
この形式の巻き直し機の例は、特許文献１米国特許第５，９７９，８１３号及び特許文献
２米国特許第４，４８７，３７７号に記載されている。
【０００４】
　その他の先行技術の巻き直し機では、巻取りは、取外し可能でしかもリサイクル可能な
マンドレルのまわりで行なわれる。管状巻芯のまわりにウエブ材料のログを形成する巻き
直し機の例は特許文献３米国特許第６，７５２，３４５号に記載されている。特許文献４
米国特許第６，５６５，０３３号には、二つの部分に分割した巻取りマンドレルのまわり
にウエブ材料のログを巻取る巻き直し機が記載されており、マンドレルの二つの部分は、
巻取り操作の完了後にログから引き出される。
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【０００５】
　巻芯やマンドレルを使用せずにログの巻取りを行なう機械も製造されている。この形式
の機械の例は、特許文献５米国特許第５，５３８，１９９号、特許文献６米国特許第５，
８３９，６８０号、特許文献７米国特許第５，５０５，４０２号、特許文献８米国特許第
５，４０２，９６０号、特許文献９米国特許第６，７５２，３４４号及び特許文献１０欧
州特許第０６１１７２３号に記載されている。
【０００６】
　特に、特許文献６及びそれに対応する他の特許には、ログの巻取りの完了時にウエブ材
料を切断した後にそれ自体のまわりに巻回し始める中心部分（核）を形成することによっ
てウエブ材料のログを巻取る機械が記載されている。このためウエブ材料は、可動プレー
トとウエブ材料を案内する巻取りローラとの間に挟まれる。可動プレートは、挟む部位の
下流でウエブ材料を実質的に減速させて引きちぎるように、巻取りローラの円筒状表面に
対して押し当てられる。可動プレートは凹状部分及び凹状部分を備え、ウエブ材料は、巻
取りロールの外表面に対してプレートによって挟まれる。巻取りロールの円筒表面とプレ
ートの表面との間の相関の動きにより、可動プレートの表面の凹状部分に沿って後続のロ
グの中心部分の巻取りが開始される。ログの最初の巻取り部分は、可動プレートと巻取り
ローラの表面との間に形成され、そして可動プレートに沿って前進し、複数の巻取りロー
ル間に画定した巻取りクレードルに達するまで、転がりにより直径が増大していく。
【０００７】
　この先行技術の機械は、中心の巻芯なしでしかも中央の孔なしでウエブ材料のログを形
成でき、その結果大量のウエブ材料を小さなスペースに巻取ることができるという顕著な
利点をもっている。
【０００８】
　上記の利点にも関わらず、これらの機械は、ウエブを切断しそして中心部分のまわりに
巻取りを開始する最初の段階の臨界的な本質のために微調整するのが難しいことを含めて
幾つかの問題点がある。この難しさは、ウエブ材料の特性、例えば厚さ、重さ及び引張り
強さ、ウエブ材料の切断及びウエブ材料自体のまわりの引き千切りによって生じた最初の
縁部の巻取りに影響を及ぼすパラメータにおいてウエブ材料が変化できることによって増
大される。
【０００９】
　特許文献１１米国特許第５，６０３，４６７号には、中心巻芯ありでログをまた中心巻
芯なしでログを交互に製造できる二つの巻取りシステムを設けた巻き直し機が記載されて
いる。この機械は、二つの可能な動作モードの一方から他方へ移るのが複雑でありしかも
それに合った実質的な動作が必要であるが、特に万能である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】米国特許第５，９７９，８１８号
【特許文献２】米国特許第４，４８７，３７７号
【特許文献３】米国特許第６，７５２，３４５号
【特許文献４】米国特許第６，５６５，０３３号
【特許文献５】米国特許第５，５３８，１９９号
【特許文献６】米国特許第５，８３９，６８０号
【特許文献７】米国特許第５，５０５，４０２号
【特許文献８】米国特許第５，４０２，９６０号
【特許文献９】米国特許第６，７５２，３４４号
【特許文献１０】欧州特許第０６１１７２３号
【特許文献１１】米国特許第５，６０３，４６７号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【００１１】
　本発明の目的は、先行技術の機械の欠点を少なくとも一部解決できる、巻芯なしでしか
も巻取りマンドレルなしでログを巻取りできる巻き直し機にある。
【００１２】
　また、本発明の目的は、従来の機械で得ることのできる製品より高い品質の製品を提供
できる、巻芯なしでしかも巻取りマンドレルなしでログを巻取りできる新規方法にある。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明の第一の発明によれば、第一の巻取りローラと、第一の巻取りローラのまわりに
のびしかも第一の巻取りローラに対向した凹状表面を備えた凹状プレートとを有して成る
ウエブ材料のログを製造する巻き直し機が提供される。第一の巻取りローラ及び凹状プレ
ートは、ウエブ材料の送り通路を画定している。また上記送り通路に沿ってのび凹状プレ
ートの上流にウエブ材料の供給路が設けられる。さらに、第一の巻取りローラの横面に対
してウエブ材料を挟むように第一の巻取りローラと共動する挟み表面を備える可動部材が
設けられる。可動部材は第一の巻取りローラの表面に対してウエブ材料を挟みそして可動
部材と第一の巻取りローラの表面との間でウエブ材料を減速させて先縁部をそれ自体のま
わりで巻回させ、第二のすなわち次のログの巻取り中心核部分を形成するように設けられ
かつ制御される。可動部部材と巻取りロールとの間で新しいログの最初の中心核部分を形
成するステップが開始されると、この中心核部分は、巻取りロールのまわりに設けた凹状
プレートの凹状表面に接触しながら、送り通路内へ向かって移送され、巻取りを続けなが
ら送り通路に沿って前進するようにされる。
【００１４】
　　このようにして、各ログの最初の縁部をそれ自体のまわりで巻回始める最初のステッ
プが、例えば巻取りローラのクラスターによって形成した巻取りクレードルに向かって最
初の巻取り中心核部分を移送する実質的に固定の要素（凹状プレート）と異なる可動部材
によって行われる機械が得られる。可動部材は、可動部材とローラとの間の挟み領域から
、巻取りローラに対向した凹状プレートの凹状表面とローラとの間に画定した通路に向か
って最初の巻取り中心核部分を移送するように制御される。
【００１５】
　好ましくは、第一の巻取りローラ及び凹状プレートによって画定した通路の高さは、例
えば凹状表面の曲率半径を徐々に大きく設けることによって入口から出口へ向かって徐々
に高くなる。
【００１６】
　ウエブ材料は実質的に一定の速度で有利に送られる。実質的に一定は、ウエブ材料の親
のリールを変えるような一時的なステップにリンクした要求に対して変えることのできる
速度を意図するものであるが、同一巻取りサイクルすなわちウエブ材料のログの形成の種
々のステップ中に変更する必要はない。
【００１７】
　それにも拘わらず、ウエブ材料の速度は局部的に変更できる。ウエブ材料の速度の局部
的変動は、ウエブ材料の一部分、例えば全体巻取り速度を変えることなしに切断を行うこ
とになる部分を伴う変動である。
【００１８】
　好ましくは、可動部材は、切断の後先縁部がそれ自体のまわりに巻回する前にウエブ材
料を切断させるように構成されかつ制御される。切断は有利には、可動部材による挟むこ
とによって生じる速度の局部的違いによりウエブ材料に生じた張力の結果として行うこと
ができる。
【００１９】
　また、巻取りローラの周速度の変動、可動部材による挟み部位と完成したログなどとの
間のウエブ材料に作用する空気噴流システムのようなウエブ材料の切断を行う又は容易に
させる代わりの又は補助手段を用いることも可能である。あまり有利でない実施形態にお
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いては、ウエブ材料は、新しいログの巻取りを開始する手段としてのみ可動部材を用い、
そして吸引システム又はその他の適当な保持システムを通して第一のローラに付着してウ
エブ材料を保持して、挟み部位の上流で切断され得る。
【００２０】
　幾つかの有利な実施形態において、機械は、周囲巻取りクレードルを有し、ログは、凹
状プレートと第一の巻取りローラの横面との間に形成された通路を残して移送される。周
囲巻取りクレードルは、一般には一連の可動部材を備え、これらの可動部材は、ログの表
面と接触したまま、ログを回転させてウエブ材料を巻回する。可動部材は上記の第一の巻
取りローラを備えることができる。有利な実施形態では、巻取りクレードルは一連の又は
一塊の巻取りローラ、例えば三つの巻取りローラによって形成される。
【００２１】
　好ましくは、機械は、第一の巻取りローラに実質的に平行に配置した第二の巻取りロー
ラを有し、第一の巻取りローラと第二の巻取りローラとの間にはニップが画定され、前記
凹状プレートは上記ニップの上流にのび、またウエブ材料の上記供給路は上記ニップを通
ってのびている。
【００２２】
　第一の巻取りローラと第二の巻取りローラとの間のニップの下流には、第一の巻取りロ
ーラと第二の巻取りローラと好ましくは可動軸線を持つ第三の巻取りローラとによって形
成した巻取りクレードルが有利に設けられ得る。
【００２３】
　有利な実施形態では、可動部材は、挟み表面が上記第一の巻取りローラに対して押圧さ
れる際に挟み表面の速度が第一の巻取りローラの周速度より低くなるようにして制御され
る。低い速度はまた、巻取りローラと反対の方向に向いた速度として（少なくともある時
間間隔の間）用いられ得る。
【００２４】
　有利には、幾つかの実施形態では、凹状プレートは、可動部材から上記凹状プレートへ
ログの最初の巻取り中心核部分の転がり用の移送面を形成するように、可動部材と共動す
る入口縁部を画定する。例えば、凹状プレートには櫛形縁部が設けられ得、また可動部材
と巻取りローラとの間の挟み表面は櫛形縁部の歯の間に入る一連の突起を備えることがで
きる。
【００２５】
　各新しいログの中心核部分の最初の巻回のステップを容易にするために、本発明の幾つ
かの特に有利な実施形態では、第一の巻取りローラの横面は、長手方向の突起を画定し、
上記第一の巻取りローラの軸線に平行にのび、そして第一の巻取りローラの円筒状面に対
して半径方向にのびている。突起の存在により、ウエブ材料の切断及び新しいログの巻取
り開始の改良した制御が可能となり、従って製品品質及び生産速度に関して幾つかの重要
な利点を得ることができる。しかし、比較的簡単な実施形態では、突起は省略でき、第一
の巻取りローラは、一定の半径の実質的に円筒状横面を備えることができる。
【００２６】
　幾つかの実施形態では、長手方向突起に隣接しかつ回転方向に対して長手方向突起の背
後に、第一の巻取りローラは、直径が上記突起から徐々に減少する第一の横面部分を備え
、かかる第一の横面部分は、第一の巻取りローラの横面の第二の部分を画定する円筒状面
に対して接線方向に終端しており、上記円筒状面は、実質的に一定の半径をもつ巻取りロ
ーラの横面の上記第二の部分を画定している。
【００２７】
　幾つかの実施形態によれば、第一の巻取りローラの横面は、一定の半径をもつ第一の円
形円筒状部分及び可変の半径をもつ第二の円筒状部分によって形成され、第一の巻取りロ
ーラの軸線に平行にのび、一定の半径をもつ上記第一の円筒状部分に対して突起している
。
【００２８】
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　有利には、長手方向突起に沿って、好ましくは第一の巻取りローラの軸線及び上記突起
に平行にのびるスリットの形状をもつ少なくとも一つの吸引開口が設けられ得る。吸引シ
ステムを用いることにより、ウエブ材料の切断ステップ及び新しいログの開始巻回の制御
が改善される。しかし、比較的簡単な実施形態では、吸引は省略され得る。
【００２９】
　芯なし及び中心孔なしのログだけでなく、取出し可能な巻芯又は巻取りマンドレルを抜
き取って形成した中心孔をもつ従来のログも製造できる融通性のある機械を得るために、
有利には凹状プレートは、ウエブ材料の上記送り通路を画定する動作位置と、第一の巻取
りローラから離れて位置する遊び位置との間で動くことができる。凹状プレートと組み合
わせて、第一の巻取りローラのまわりに凹状プレートと交互に位置決めできる凹状クレー
ドルが同じ機械に一体に有利に設けられ得、上記凹状クレードルの曲率半径は上記凹状プ
レートの曲率半径より大きい。曲率半径は一定でも可変でもよい。曲率半径が可変である
場合には、凹状プレートの半径より常に大きい曲率半径として大きな半径が企画される。
【００３０】
　必要ならば、凹状クレードルは、ウエブ材料の送り通路を画定するように第一の巻取り
ローラのまわりに配列される動作位置と、遊び位置とを交互に取るように可動に装着され
得る。動きは変位、回転の動き或いは組合せの動きであり得る。
【００３１】
　本発明の異なる発明によれば、
　－　第一の巻取りローラのまわりにウエブ材料を供給するステップと、
　－　第一のログを巻き取るステップと、
　－　上記第一のログの巻取りの完了時に、ウエブ材料を切断して第一のログの自由終端
縁部及び第二のログの自由先端縁部を形成するステップと、
　
　－　第一の巻取りローラの表面と可動部材との間で、上記自由先端縁部に隣接して、上
記ウエブ材料の最初の部分をそれ自体のまわりに巻回して上記第二のログの最初の中心核
部分を形成するステップと、
　－　可動部材から、第一の巻取りローラと上記第一の巻取りローラのまわりにのびる凹
状プレートとの間に画定した通路へ第二のログの上記最初の中心核部分を移送するステッ
プと、
　－　第二のログの上記最初の上記中心核部分を、上記凹状プレート及び上記第一の巻取
りローラと接触して上記通路に沿って転がすことにより第二のログの上記最初の中心核部
分を送り、ウエブ材料をまわりに巻回続けるステップと
を含む、巻芯なしでウエブ材料のログを巻き取る方法が提供される。
【００３２】
　有利な実施形態によれば、第二のログの最初の中心核部分は、通路から第一の巻取りロ
ーラと第二の巻取りローラとの間に画定したニップへ送られる。ニップから、形成される
ことになるログは第一及び第二の巻取りローラ並びに第三の巻取りローラから成る巻取り
ローラ群のような、ログと面接触した可動部材によって形成した巻取りクレードルへ通す
。
【００３３】
　好ましくは、ウエブ材料は、同じ可動部材によって切断され、各新しいログの中心核部
分を形成し始める。
【００３４】
　本発明による方法の有利な実施形態においては、ウエブ材料は、可動部材と第一の巻取
りローラとの間の挟み領域におけるウエブ材料の減速の結果として可動部材により切断さ
れる。
【００３５】
　本発明による方法及び機械の別の有利な特徴及び実施形態は、以下に及び本明細書の一
体部分を成す特許請求の範囲に記載する。
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【図面の簡単な説明】
【００３６】
　本発明は、以下の説明及び本発明の限定されない具体的な実施形態を示す添付図面によ
ってより良く理解される。
【図１】第一の動作構成及び本発明の第一の実施形態における、巻取りへッドに限定した
本発明の巻き直し機の垂直平面による部分断面側面図。
【図２】交換ステップすなわち、ログの巻取りの完了時にウエブ材料を切断するステップ
における巻取り領域の拡大図。
【図３】交換ステップすなわち、ログの巻取りの完了時にウエブ材料を切断するステップ
における巻取り領域の拡大図。
【図３Ａ】図３の拡大図。
【図４】交換ステップすなわち、ログの巻取りの完了時にウエブ材料を切断するステップ
における巻取り領域の拡大図。
【図４Ａ】図４の拡大図。
【図４Ｂ】図４Ａの線ＩＶＢ－ＩＶＢに沿った拡大図。
【図５】図２、図３及び図４のステップに続くステップにおける巻取り領域の拡大図。
【図６】回転軸線に直交する平面に沿った部分における第一の巻取りローラの一部分の拡
大図。
【図７】コアなしの巻取りの第一の動作モードから巻取りコア又は巻取りマンドレルのま
わりの巻取りの第二の動作モードへの変移ステップにおける図１の巻き直し機を示す図。
【図８】第二の動作モードにおける巻き直し機を示す、図７と同様な図。
【図９】巻取りローラの動きを示す線図。
【図１０】第二の実施形態における巻き直し機の垂直平面に沿った部分断面側面図。
【図１１】巻取りコアなしのログを製造する動作モードにおける図１０の巻き直し機の一
部分の部分断面側面図。
【図１２】巻取りコアなしのログを製造する動作構成から巻取りコアありのログを製造す
る動作構成への図１１の巻き直し機の変移ステップを示す図。
【図１３】図１２に示すステップに続く動作構成を変更するステップを示す図。
【図１４】巻取りコア又は巻取りマンドレルありのログを製造する構成における巻き直し
機を示す、図１１、図１２及び図１３と同様な図。
【図１５】幾つかの相互に交差する平面に沿った部分、切断部材、凹状プレート及び第二
の巻取りローラの、図１１の線ＸＶ－ＸＶに沿った第二の巻取りコアを示す図。
【図１６】本発明による巻き直し機の変更実施形態を示す図。
【発明を実施するための形態】
【００３７】
　本発明による巻き直し機の第一の実施形態は図１～図９に示されている。図１には、巻
き直し機の主要部材、特に巻取りコア（機械が巻取りコアありのログを製造するように設
定される際に使用される）を送るようにされた部材、巻取りローラ及びウエブ材料切断シ
ステムを示す。
【００３８】
　巻取りヘッドは一般的に１で示されている。この実施形態では、巻き直し機の巻取りヘ
ッドは、回転軸線３Ａをもつ第一の巻取りローラ３、回転軸線５Ａのまわりを回転する第
二の巻取りローラ５及び第三の回転軸線７Ａのまわりを回転する第三の巻取りローラ７を
備えている。二つの巻取りローラ３、５の間にはウエブ材料を通すニップ１１が画定され
ている。
【００３９】
　幾つかの実施形態では、第一の巻取りローラ３の軸線３Ａは機械の負荷支持構造体（図
示されていない）に対して固定されている。他の実施形態では、軸線３Ａは負荷支持構造
体に対して動くことができる。
【００４０】
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　幾つかの実施形態では、第二の巻取りローラ５の軸線５Ａは可動である。幾つかの実施
形態では、第二の巻取りローラ５の軸線５Ａは、巻き直し機が巻取りコアなしのログを製
造する動作モードから巻き直し機が巻取りコアありのログを製造する動作モードへ排他的
に移るように動かされる。他の好ましい実施形態では、第二の巻取りローラ５の回転軸線
５Ａは、以下に詳細に説明するように、巻取りコアなしのログの各巻取りサイクル中にも
制御された仕方で動くことができる。
【００４１】
　後で明らかとなるように、巻き直し機は、巻取りコア又はマンドレルなしのログだけで
なく直径を変えることのできる中心巻取りコア又はマンドレルに巻回したログも製造する
ように構成され得る。第二の巻取りローラの軸線５Ａは、異なる直径の巻取りコア又はマ
ンドレルに機械を適用するように可動にできる。
【００４２】
　幾つかの実施形態では、ローラ３は上記と同じ理由で可動軸線３Ａを備えることができ
る。幾つかの実施形態では、両巻取りローラ３、５は可動でしかも調整可能である。
【００４３】
　第三の巻取りローラ７は、例えば、双方向矢印ｆ９に沿って回動軸線９Ａのまわりで往
復動で回動する一対のアーム９によって有利に支持される。双方向矢印ｆ９に沿った動き
により、第三の巻取りローラ７は、三つの巻取りローラ３、５、７によって画定した巻取
りクレードル内での形成ステップ中にログＬの直径に従って第一の巻取りローラ３及び第
二の巻取りローラ５に向かって或いはこれらローラから離れて動くことができる。
【００４４】
　図１にはまた、ネジ付棒部材１５Ａの回転を制御するアクチュエータ、この実施形態で
は減速機１５を備えた電子制御型電動機１３を示し、双方向矢印ｆ１５に沿って、第二の
巻取りローラ５を支持しているビーム１６を動かす。従って、アクチュエータ１３によっ
て第二の巻取りローラ５を巻取りローラ３に向かって又は巻取りローラ３から離れて動か
せて、上記巻取りローラ間のニップ１１の寸法を変えることができる。
【００４５】
　ニップ１１の上流には凹状プレート１７が設けられる。幾つかの実施形態では、凹状プ
レート１７は、第二の巻取りローラ５の回転軸線５Ａのまわりで回動支持された二つの回
動アーム１８によって支持されている。
【００４６】
　図２～図５の拡大図に詳細に示すように、幾つかの実施形態では、凹状プレート１７は
、第一の巻取りローラ３の円筒状面３Ｂに対向している凹状面１７Ａを備えている。さら
に、凹状プレート１７は、以下に詳しく説明するように、第一の巻取りステップにおける
ログの転がる実質的に連続した表面を画定するために、第二の巻取りローラ５の円筒状面
に設けた周囲溝５Ｂ内に挿入される歯１７Ｂを備えている。
【００４７】
　凹状プレート１７は、反対端部に、図４Ｂに詳細に示すように、以下に説明する目的で
櫛形入口縁部１７Ｃを備えている。
【００４８】
　凹状プレート１７の巻取りローラ３に対向した凹状面１７Ａと第一の巻取りローラ３の
横面３Ｂとの間にはウエブ材料Ｎの送り通路１９が画定され、ウエブ材料Ｎは第一の巻取
りローラ３のまわりに案内され、そして後続の複数の巻取りサイクルで複数のログを形成
するように巻取られる。
【００４９】
　ウエブ材料Ｎの通路は、第一の巻取りローラ３のまわりを通り、通路１９内を通りそし
てニップ１１を通ってのび、巻取りローラ３、５、７で形成した巻取りクレードル内へウ
エブ材料Ｎを供給する。
【００５０】
　可動部材２１は凹状プレート１７及び第一の巻取りローラ３と共動し、この可動部材は
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、ウエブ材料を切断しそして巻取りコアなしのログの中心核部分の巻取りを開始するよう
に構成されかつ制御される。
【００５１】
　幾つかの実施形態では、可動部材２１は、回転軸線２１Ｃのまわりで回転する中央軸２
１Ｂと一体の一連のアーム２１Ａを備えている。アーム２１Ａは機械の全幅を横切っての
びる単一の連続したビームに置き換えることができる。
【００５２】
　アーム２１Ａ又は単一の連続したビームは、一連のパッド２３を支持している。幾つか
の実施形態では、パッド２３には突起２３Ａが設けられ、パッド２３は、好ましくは円筒
状形の面２３Ｂをもつ突起２３Ａが設けられ、突起２３Ａは円筒状形の面の部分で形成さ
れている。円筒状形の面は幾何学的に意図されなければならない。好ましくは、一定の半
径を有することができ、その中心は可動部材２１の回転軸線２１Ｃと一致する。従ってこ
の場合、突起２３Ａの表面は円形部分を備える。それでもこれは厳格には必要でない。ま
た突起２３Ａの周面２３Ｂは可変半径をもつことができ、従って非円形部分を備えること
ができる。
【００５３】
　突起２３Ａは、図４Ｂに詳細に見ることができるように、以下に記載する目的のために
、凹状プレート１７の櫛形縁部１７Ｃの歯間に間入できるようにして相互に離間して配列
される。
【００５４】
　幾つかの実施形態では、突起２３Ａの表面２３Ｂは例えば突起２３Ａを形成している材
料の表面機械加工によって得られた高摩擦係数をもち得る。他の好ましい実施形態では、
突起２３Ａは、それ自体高摩擦係数をもち得るゴムのような弾性的にしなやかな材料から
成る。高摩擦係数は、以下に明瞭にされるように巻取りサイクルの少なくとも幾つかのス
テップにおいてウエブ材料が摺動するようにされる巻取りローラ３の部分の巻取り部分の
摩擦係数より大きな摩擦係数とされる。
【００５５】
　２５Ａ、２５Ｂで示された二つの座は第一の巻取りローラに設けられる（特に図２、図
３、図４及び図６参照）。これらの座は、好ましくは巻取りローラ３の軸方向長さに等し
く伸張している。これら二つの座２５Ａ、２５Ｂには二つのブロック２７、２８が収容さ
れ得、機械の動作に要求される動作モードに従って取り外したり相互に交換できる。図２
、図３、図４及び図６において、第一の巻取りローラ３の座２５Ａ、２５Ｂに収容した二
つのブロック２７、２８は、中心コアなしで巻取りを行なう動作モードにおいて機械の動
作を最適化するようにして構成される。
【００５６】
　幾つかの有利な実施形態では、二つのブロック２７、２８がそれぞれの座２５Ａ、２５
Ｂに装着される場合、二つのブロック２７、２８の間には、特に一度装着すると互いに僅
かに離間する二つのブロック２７、２８の対向縁部に、巻取りローラ３の表面に面してい
る吸引スリット２９が画定される。好ましくは、吸引スリット２９は、巻取りローラ３の
全有効長に対して連続してのびている。吸引スリット２９は、有利には、巻取りローラ３
の厚さに設けた一つ以上の吸引孔３１と流れ接続できる。吸引孔３１は吸引スリット２９
を巻取りローラ３内の仕切り室３Ｃと連通するようにされている。仕切り室３Ｃ内には、
少なくとも交換ステップすなわちログの巻取りが完了し、次のログの巻取りが開始するス
テップにおいて、スリット２９を通る吸引流れを発生させるのに十分な真空がそれ自体公
知の手段によって発生され得る。他のあまり有利でない実施形態では、スリット２９は、
好ましくは巻取りローラ３の回転軸線３Ａに平行なラインに沿って分配した孔に代えられ
るか又は不連続にできる。
【００５７】
　幾つかの有利な実施形態では、ブロック２７の外表面２７Ａの形状は、ブロック２７、
２８を収容している座２５Ａ、２５Ｂによって伴われない巻取りローラ３の横面の一部の
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円形部分をもつ円筒形状とは異なっている。
【００５８】
　一層特に、ブロック２７の表面２７Ａは、吸引スリット２９における縁部２７Ｂの最大
値からブロック２７の反対側の縁部２７Ｃへ変化する可変半径（従って非円形部分をもつ
）の円筒状面である。実際に、ブロック２７の外表面２７Ａの直径は、巻取りローラ３の
回転方向ｆ３に対してブロック２７の背後の巻取りローラ３の一定半径の円筒状表面の一
部とほぼ接接方向に好ましく接続するまで、縁部２７Ｂにおける最大値から徐々に減少し
ている。
【００５９】
　ブロック２８の外表面は二つの部分２８Ａ、２８Ｂを備えることができ、第一の部分２
８Ａの直径は一定であり、第二の部分２８Ｂは最大半径の長手方向部位すなわち突起２８
Ｃへ上っていく傾斜を形成する増大する半径をもち、そしてそこから一定の半径で続いて
いる。部分２８Ｂは、ブロック２７で形成した縁部２７Ｂに対して反対位置における吸引
スリット２９で終端し、直径は表面２７Ａの最大直径に等しいか又は僅かに小さい。
【００６０】
　表面部分２８Ｂは、ブロック２８上に設けた薄いプレートから成り得るか、或いは最初
最終直径より大きな直径のブロック２８の表面のチップ除去機械加工によって形成され得
る。
【００６１】
　ブロック２７の表面２７Ａは好ましくは、例えば機械的加工により或いは適当な表面コ
ーティングにより高摩擦係数をもつようにして処理される。これに対して、ブロック２８
の表面２８Ａ、２８Ｂは平滑であり、すなわち以下に説明する目的で、表面２７Ａの摩擦
係数より低い摩擦係数をもつ。
【００６２】
　好ましくは、特に機械が中心巻取りコアをもつログ及び中心巻取りコアをもたないログ
を交互に巻取るように設計される場合には、巻取りローラ３の表面の残りの部分には、低
摩擦係数の環状バンドと高摩擦係数の環状バンドとが交互に配置されている。
【００６３】
　上記機械の要素は、中心コアなしで巻取られるウエブ材料のログＬを製造するのに用い
られる。巻取りサイクルは次の通りである。
【００６４】
　図１において、機械は三つの巻取りローラ３、５、７と接触しているログＬの巻取りス
テップで示されている。この相では、この例示した実施形態において、第二の巻取りロー
ラ５は、電動機１３による動きで第一の巻取りローラ３から離れて動き、ログＬとそれぞ
れ第一及び第二の巻取りローラ３、５との間の二つの接触点を互いに離れさせる。他の実
施形態では、ローラ３、５の中心間の間隔は、ログの巻取りサイクル中には変動されず、
或いは極く僅かな程度しか変更されない。
【００６５】
　ログＬが所望の寸法、例えば要求された巻回材料の所望の直径及び／又は長さに達する
と、可動部材２１が作動される。この可動部材は、ウエブ材料Ｎを切断し、第二のログの
最初の中心核部分のまわりに巻回し始めるために可動部材２１の作用が要求されるまで、
巻取りサイクルの全体の間、図１に示す位置に実質的に固定されたままである。
【００６６】
　この例示した実施形態では、可動部材２１は、巻取りローラ３、５、７の回転方向と反
対の方向に矢印ｆ２１に従って回転するようにされる。可動部材２１の動きは、巻取りロ
ーラ３、５、７に位置する最初のログＬの巻取りの終了時にウエブ材料Ｎの切断が要求さ
れる際に、ブロック２８の大きな直径の表面２８Ｂに対してウエブ材料Ｎを挟むようにし
て制御される。この動きは、可動部材２１の周速度すなわち可動部材２１の各パッド２３
の突起２３Ａの表面２３Ｂの速度が第一の巻取りローラ３の周囲の回転速度従ってウエブ
材料Ｎの送り速度に対して調和しているがしかしそれより例えば３０～７０％低い速度で
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あるようにして制御される。ウエブ材料Ｎがブロック２８の表面２８Ｂとパッド２３の突
起２３Ａの表面２３Ｂとの間に挟まると、パッド２３の突起２３Ａの表面２３Ｂの摩擦係
数がブロック２８の表面２８Ｂの摩擦係数より大きいので、ウエブ材料Ｎは局部的に減速
される。挟み込み及びこれら部材間の速度差の結果として、挟み込み領域において、ウエ
ブ材料Ｎはウエブ材料Ｎの通常の送り速度より低い可動部材２１の周速度となる。ウエブ
材料Ｎの局部的減速の結果として、ウエブ材料Ｎは、好ましくは挟み込み領域と新たに形
成したログＬとの間に位置する部位においてそれ自体公知の仕方でウエブ材料Ｎに設けた
穴あき線に沿って切断され、ログの周速度は、ウエブ材料の通常の送り速度と実質的に同
じ速度で継続する。
【００６７】
　ウエブ材料の切断により後端縁部ＬＣ及び先端縁部ＬＴ（図３Ａ）が作られ、後端縁部
ＬＣで完成したログＬの巻取りが完了し、また先端縁部ＬＴからは新たなログの形成が開
始される。
【００６８】
　上記から明らかなように、パッド２３とブロック２８の低摩擦係数をもつ平滑表面２８
Ｂとの間の圧力及びウエブ材料Ｎを挟み込む部材間の速度差によって、切断により形成さ
れる先端縁部ＬＴに隣接したウエブ材料Ｎの部分は局部的に摺動する。図示実施形態では
、これによりブロック２７の上流でウエブ材料Ｎがたわむのを防ぐため、吸引スリット２
９を介して吸引が作動され、ウエブ材料を巻取りローラ３に吸着保持する。ウエブ材料切
断ステップの開始する瞬時に対して十分前に吸引が作動され得る。吸引を更に適時に正確
に行なうために、巻取りローラ３の内部は二つの部分に分けることができ、単に一方の部
分内において、放射状のバリヤーによって限定されて真空が発生され得、それにより吸引
される空気の量及び吸引動作時間を制限している。
【００６９】
　巻取りローラ３と可動部材２１のパッド２３との間の速度差の結果としてまた表面２３
Ｂ（比較的高い摩擦係数をもつ）とブロック２８の表面２８Ｂ（比較的低い摩擦係数をも
つ）との間の摩擦係数の差の結果として、図３Ａに概略的に見ることができるように、ウ
エブ材料のループＬＡがパッド２３とブロック２７、２８の領域における巻取りローラ３
の横面との間の領域に形成される。
【００７０】
　比較的高速で回転するローラ３と比較的低速で回転する可動部材２１との相対運動を続
けることにより、これに二つの部材間の相互接触は、吸引スリット２９の背後のブロック
２７の表面２７Ａに移送される。ここで、ブロック２７の表面２７Ａの大きな摩擦係数及
び巻取りローラ３とパッド２３との間の速度差の結果として、Ｌ１で示す後続のログの中
心巻取り核部分が形成し始める。図４Ａにはこの中心核部分の巻取りが開始される領域を
大きく拡大して示す。
【００７１】
　好ましくは、パッド２３の突起２３Ａは弾性変形する材料で構成され、それで、突起２
３Ａの表面に中心核部分Ｌ１で作用する圧力によって、図４Ａに示すように、新しいログ
の最初の巻取り中心核部分Ｌ１において上記突起が局部的に変形する。
【００７２】
　新しい中心核部分Ｌ１は、巻取りローラ３の周速度Ｖ３及び可動部材２１のパッド２３
の周速度Ｖ２３によって決まる速度で第一の巻取りローラ３のまわりのウエブ材料Ｎの供
給路に沿って前進する。従って新しいログの巻取り中心核部分Ｌ１は、これら二つのパラ
メータによって制御され得る速度で凹状プレート１７の表面１７Ａに向かって動く。ブロ
ック２７で画定した巻取りローラ３の表面２７Ａの半径が減少することにより、速度は徐
々に増加してログの最初の中心核部分の直径を増大させることができる。実際に、ログは
巻取りローラ３の周速度より低い速度で巻取りローラ３の表面に沿って前進し、それで吸
引スリット２９からブロック２７の縁部２７Ｃに向かって徐々に動く部位においてローラ
３と接触する。
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【００７３】
　図４Ａには、第二のログの新しい巻取り中心核部分Ｌ１が凹状プレートの縁部１７Ａの
櫛形構造体１７Ｃと接触する瞬間を示している。図４Ａから理解できるように、ローラ３
（矢印Ｆ３）及びパッド２３（矢印Ｆ２１）の回転運動を続けることにより、新しいログ
の最初の中心核部分Ｌ１は凹状プレート１７の凹面１７Ａへ徐々に移動される。上記移動
が完了した後、新しいログの最初の中心核部分Ｌ１は可動部材２１のパッド２３との接触
から外れ、通路１９に沿って転動することにより前進し続ける。
【００７４】
　通路１９において、新しいログの最初の中心核部分Ｌ１は一側において凹状プレート１
７の固定面１７Ａと接触し、また他側において巻取りローラ３の円筒状面３Ｂと接触する
。従って、ログの新しい中心核部分のＬ１の中心は、ニップ１１に達するまで、巻取りロ
ーラ３の周回転速度の半分等しい速度で通路１９に沿って前進する。
【００７５】
　新しいログの最初の中心核部分Ｌ１は、上述のように環状通路５Ｂにおける歯１７Ｂの
間入の結果として、凹状プレート１７の凹面１７Ａから第二の巻取りローラ５の円筒状面
へストレスなしですなわち不連続なしに移動される。
【００７６】
　ニップ１１から第二のログの中心核部分Ｌ１の直径は、中心核部分が巻取りローラ７と
接触するまで増大し続ける。表面３５に沿って完成したログＬを取り出しできるように前
もって上昇された巻取りローラ７は再び下げられ、最初の形成ステップにおいて新しいロ
グＬ１と接触する。
【００７７】
　幾つかの実施形態において、通路１９に沿った新しいログＬ１の最初の中心核部分の移
動中に、通路１９の寸法すなわち凹状プレート１７の表面１７Ａと巻取りローラ３の表面
３Ｂとの間の間隔は、新しいログＬ１の最初の中心核部分の直径を容易に増大できるよう
に電動機１３の制御された作動により徐々に増大できる。幾つかの場合において、直径の
この漸増は単に、図面例えば図５に見られるように、通路１９の入口領域から出口領域へ
向かって表面１７Ａの曲率半径を増大することによって得られる。
【００７８】
　しかし、表面の幾何学的形状のため通路１９の高さの漸増は、巻回したウエブ材料Ｎの
厚さの所与値に対してのみ最適である。この厚さが凹面１７Ａの設計した曲率の場合の厚
さより厚い場合には、第二のログＬ１の最初の巻取り中心核部分の移動中にアクチュエー
タ１３の制御の下で巻取りローラ３から離れる方向へ巻取りローラ５を動かすことによっ
て通路１９の高さを漸増することは有効であり或いは必要である。
【００７９】
　上記から理解できるように、ウエブ材料の切断を行ないかつ凹状プレート１７の表面１
７Ａに組合わせてログＬ１の新しい中心核部分を巻回し始めるのに可動部材２１を使用す
ることによって、交換サイクルの種々のステップすなわちウエブ材料を切断しそしては新
しいログＬ１を形成し始める巻取りサイクルの動作部分のステップを最適化することが可
能である。
【００８０】
　図１～図９の巻き直し機は、上記の部材の他に、機械を上記の方法に従って中心コアな
しのログを製造する動作モードから、中心コアありのログを製造する動作モードに切り替
えることのできる別の機械的部材を有している。理解されなければならない点として、巻
取りコアは、ログ内に残り必要に応じてログを複数の単一のロールに切断する際に一緒に
切断するようにした管状コアとして及び取り出し可能でしかも再使用可能なコア又はマン
ドレルとして両方に適用される。第二の場合には、機械で製造したログは巻取りコアを備
えていない（巻取り後抜き取られるが、軸方向孔がある）。
【００８１】
　一方の動作構成から他方の動作構成ヘの変換は図８及び図９に示されている。
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【００８２】
　幾つかの実施形態では、巻き直し機１は凹状クレードル４１を備え、巻き直し機が巻取
りコアなしのログを製造する樽の構成にある場合には、巻取り領域（図１）から外されて
いる。凹状クレードル４１は実際に好ましくは一連の相互に平行に形成したプレートによ
って構成され、図面には一つだけが示されており、他はそれに重なっている。種々の形状
のプレートは全て、巻取りコアを転動させる凹面を形成する凹状縁部を備えている。
【００８３】
　巻き直し機が巻取りコアなしログの製造から巻取りコア又はマンドレルのまわりに巻か
れるログを製造へ変える必要がある場合には、凹状プレート１７は、例えば第一の巻取り
ローラ３の円筒状面から離して、図７に示す位置にアーム１８を回転させることにより離
される。アーム１８の振動又は回転運動は、ピストン・シリンダアクチュエータ２０（図
７）によって制御され得る。
【００８４】
　巻取りローラ３から離れる方向へ凹状プレート１７を動かすほかに、巻取りローラ５も
巻取りローラ３から離され、二つのローラ３、５間のニップ１１の寸法を大きくする。凹
状クレードル４１は、こうして形成した容積すなわち自由空間内に挿入される。図示例で
は、凹状クレードル４１は、例えば凹状クレードル４１の支持ビーム４３を動かすことに
より矢印Ｆ４１に沿って移動され、このためガイド（図示していない）に凹状クレードル
４１は装着されている。図８には、巻取りコアありのログを製造するために巻き直し機を
動作させる凹状クレードル４１の最終動作位置を示している。
【００８５】
　上記の動きの他に、二つの交換可能なブロック２７、２８を、巻取りローラ３の残りの
横面の半径に等しい半径の円形部分をもつ円筒状外面をもつ二つの挿入体に代えるのが有
効である。有利には、巻取りコア又はマンドレルで動作するのに用いられる二つのブロッ
クの各々は、交互に低及び高摩擦係数をもつ帯状体又は条片に分割した表面を備え、それ
で巻取りローラ３に装着すると、ローラ３は、低摩擦係数の環状帯状体と高摩擦係数の環
状帯状体とに分割した実質的に一定の半径をもつ円筒状表面を備えることになる。
【００８６】
　巻取りコアＡはフィーダ４７に沿って送られる。単一巻取りコアＡは、接着剤塗布機５
１によって長手方向接着ラインを施した後、コア挿入機４９によって捕捉される。部材４
７、４９、５１はそれ自体公知である。この構成の機械は特許文献１に記載のものと実質
的に同じ構造及び動作のものであり、従って動作サイクルについては詳細に説明しない。
【００８７】
　中心コアなしの巻取りモードでは、可動部材２１は、固定凹状プレート１７と巻取りロ
ーラ３との間の通路１９内へ移動されるまで、ウエブ材料の切断及び新しいログＬ１の中
心核部分の巻取り開始の機能を行なう。これに対して、中心巻取りコアありのログを製造
する構成では、ウエブ材料を切断するのに同一可動部材２１が再び用いられるが、中心コ
アにおいて巻取りが開始し、可動部材２１は、可動部材２１の上流（ウエブ材料Ｎの送り
方向に対して）で巻取りローラ３とクレードル４１との間に形成した通路内へ挿入される
新しい巻取りコアＡに向かって先端縁部ＬＴを伴わせる任意選択の効果を除いて、かかる
作用に関する如何なる機能も実行しない。
【００８８】
　それ自体公知の仕方で、凹状クレードル４１と可動部材２１との相互作用は、凹状クレ
ードル４１が複数の平行なプレートで形成した櫛形構造をもつことにより可能である。こ
のようにして、可動部材２１のパッド２３は、隣接したプレート間を通り、そして凹状ク
レードル４１の凹面４１Ａと巻取りローラ３の円筒状面３Ｂとの間に形成した巻取りコア
Ａの送り通路に入る。
【００８９】
　図９には、巻取りローラ３、５、７の軸線を変移又は振動運動させる部材が概略的に示
されている。特にこの図面には、巻取りローラ３に向かって又は巻取りローラ３から離れ
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て巻取りローラ５を動かすように矢印Ｆ１５に従って制御する電動機１３を示している。
第三の巻取りローラ７を支持しているアーム９の矢印ｆ９に沿った往復回転運動は、一対
の接続ロッド５３によって得られ、一対の接続ロッド５３は、例えば電子制御型電動機（
図示していない）によって有利に制御された一対のクランク５５によって連結されている
。幾つかの実施形態では、巻取りローラ３の軸線３Ａの位置も制御され得る。この目的で
、巻取りローラ３は５７Ａで連結されたアーム５７によって支持されている。クランク６
１に連結された接続ロッド５９を介して、電子制御型電動機又はその他の適当なアクチュ
エータによって、矢印ｆ５７に沿った制御された回転運動は、アーム５７及び従って回動
軸線５７Ａのまわりの巻取りローラ３の化点軸線３Ａに伝達される。巻取りローラ３の回
転軸線３Ａの動きは例えばウエブ材料Ｎのたるみを直し、巻取りローラ３、５間のニップ
１１間の寸法を調整し、巻取りローラ３と凹状プレート１７又は凹状クレードル４１との
間の通路１９の寸法を変更又は調整し、或いはその他の動作又は調整要求のために、用い
られ得る。
【００９０】
　図１０には、本発明による機械の変更実施形態が示されている。同じ参照番号は上記の
ものと同じ又は同等の部分を表している。全体を２で示す巻き直し機は図１に示され、図
１～図９に示していないその他の部材を備えて構成されている。特に、巻取りヘッド１の
上流に位置した構成要素が示されている。参照番号７１は穴あけユニットを示している。
幾つかの実施形態では、穴あけユニット７１は、回転ローラ７９で支持された刃７７と共
動する一つ以上の刃７５を支持しているビーム７３を有している。ウエブ材料Ｎはビーム
７３とローラ７９との間を通り、横方向穴あけライン沿って穴あけされる。穴あけユニッ
ト７１の下流にはガイドローラ８１が設けられ、このガイドローラ８１からウエブ材料は
第一の巻取りローラ３へ移送される。
【００９１】
　この実施形態では、穴あけユニット７１の上流に、層間結合ユニット８３が設けられ、
このユニット８３はそれ自体公知のものであり、ここでは詳しくは説明しない。ユニット
８３は一般的には、カウンタ圧力ローラ８７と共動する一連の層間結合ホイール８５を備
えている。
【００９２】
　巻取ヘッドに関しては、図１０～図１４の実施例と図１～図９の実施例との間の差異は
以下の通りである。凹状プレート１７は、より長い伸張部を有し、言い換えれば、凹状プ
レート１７は、巻取ローラ３及び５の間のニップ１１の上流において第一巻取ローラ３の
円筒状面の周りで、より長く伸びている。移動部材２１は、軸２１Ｃに枢止されており、
軸２１Ｃは、図１～図９に示した位置とは異なる位置にある。実際、図１～図９では、移
動部材２１の回転軸２１Ｃは、第一巻取ローラ３の下方に配置されており、図１０～図１
４では、移動部材２１の回転軸２１Ｃは、巻取ローラ３の横で、第三巻取ローラ７の反対
側に配置されている。
【００９３】
　さらにまた、この実施例では、凹状クレードル４１は、移動部材２１の回転軸２１を中
心に回動するよう支持されている。従って、その凹状クレードル４１は、回転軸２１Ｃを
中心に回動して、アイドル位置（図１０～図１２）から作用位置（図１４）まで移動する
。回動は、ピストン・シリンダ式アクチュエータ４２によって制御される。
【００９４】
　幾つかの実施例では、巻き直し装置が図１４の構成である時に、巻芯の周りにウエブ材
料Ｎを巻取り始めることを容易にするために機械部材４４が設けられ得る。この部材４４
の機能は、それ自体が公知であるので、詳細には説明しない。この部材４４の機能及び構
造のより詳細な説明は、米国特許公開Ａ－２００９／０２７２８３５号公報に開示されて
いる。接着剤の塗布のために選択的に補助部材が使用され得る。この装置には、接着剤塗
布装置のない部材４４を設けるができ、また、選択的に接着剤のある動作又は接着剤のな
い動作の両方を含み得る。別の実施例では、部材４４は省略され得、その装置は、接着剤
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【００９５】
　図１５は、図１１のＸＶ－ＸＶ線に沿った移動部材２１及び第二巻取ローラ５の断面図
を示している。図１５は、移動部材２１を駆動するための電気モータ２２に加えて上述の
様々な構成部材を示している。動きは、歯付きプーリ２６Ａ及び２６Ｂの周りでガイドさ
れた歯付きベルト２４を介してモータ２２から移動部材２１に伝達される。
【００９６】
　図１６は、図１０～図１５に示した実施例の変形実施例を示している。この実施例と先
に示した実施例との差異は、移動部材２１の形状の差異であり、異なるタイプの動きが実
行される。
【００９７】
　図１６では、両矢印ｆ２１で示すように、移動部材２１は、軸２１Ｃを中心に回転運動
はしないが、往復振動運動、即ち、前記軸２１Ｃを中心にした回動運動をする。移動部材
２１は、（図面において）反時計周りに回動し、ウエブ材料Ｎと接触し、それを巻取りロ
ーラ３の円筒状表面に対して挟み、そしてウエブ材料の切断を実行する。その後、それは
、その回動運動を逆向きにし、図１６に点線で示した位置まで戻る。逆方向への移動の間
、移動部材２１は、この場合には、巻取りローラ３と凹状プレート１７の凹状表面１７Ａ
との間にも形成される通路１９に向かう新しいログＬ１の初期中心芯に添って動く。この
構造において、移動部材２１は、イタリア国特許出願ＦＩ２０１０Ａ００００２５及び対
応国際出願ＰＣＴ／ＩＴ２０１１／００００３７に開示されているように設計され、制御
され得る。これらの特許文献の内容は、この明細書の説明に組み込まれ得る。
【００９８】
　図１６の移動部材２１及び図１０～図１５に示した実施例の部材２１には、両方共、図
１～図９を参照して説明した突起２３Ａと同様の一連の突起が設けられ、これら突起は、
プレート１７のくし状縁部１７Ｃと協働して、ログＬ１の初期芯を通路１９に向けて運ぶ
ことを可能にする。
【００９９】
　図面は、単に発明の実施可能な例を提供するための一実施例を示しているにすぎず、こ
の実施例は、発明の概念の範囲から逸脱することなく、その形態及び配置が変更可能であ
ることは理解される。添付の特許請求の範囲に記載した符号は、明細書及び図面を参照し
て特許請求の範囲を読み易くするために記載したものであり、特許請求の範囲によって表
される保護範囲を制限するものではない。
【符号の説明】
【０１００】
　３：第一の巻取りローラ
　１７：凹状プレート
　Ｎ：ウエブ材料
　１９：送り通路
　２３Ｂ：挟み表面
　２１：可動部材
　ＬＴ：先端縁部
　Ｌ；Ｌ１：ログ
　ＬＣ：自由終端縁部
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